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 皆様、おはようございます。 

 定刻にちょっとまだ早いようでございますが、本日は、収穫の秋を迎えまして大変

お忙しい中、会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 初めに、欠席の届出ですが、７番、伊藤裕樹委員から出ております。 

 それでは、ただいまから第１７回大仙市農業委員会総会を開催いたします。 

                                                    (午前９時 開会) 

 

 会長からご挨拶をいただきます。 

 

（会長挨拶） 

 
 ありがとうございました。 

 会議に先立ちまして、出席委員数をご報告させていただきます。ただいまの出席者

は２３名となっております。会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総

会は成立していることをご報告申し上げます。 

 次に、前回９月８日総会から本日までの主な業務報告につきまして、お手元に配付

しております第１７回総会までの業務報告書をご覧願います。 

 初めに、９月８日ですが、第１６回農業委員会総会を委員２１名、推進委員３名の

出席をいただき、ここ神岡農村環境改善センターにおいて開催しております。 

 同日は、総会開催前に、同じくこの神岡農村環境改善センターにおきまして広報専

門委員会を開催しております。委員１０名の出席をいただき、１０月１日発行の農業

委員会だより第２１号の掲載内容につきまして、最終確認等、ご協議いただいており

ます。 

 そして、９月１０日には、県南地区農業委員会会長・会長職務代理者・事務局長会

議が横手市役所条里南庁舎において開催されております。今年度の秋田県農業委員会

大会に提案する議案などにつきまして協議しております。 

 また、同会議終了後には、県南地区農業委員会会長会第２回総会を開催しておりま

す。今年度の研修内容や来年度の予算などについて協議しております。 

 その他につきましては、資料のとおりとなっておりますので、後ほどご確認いただ

きたいと思います。 

 それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたしま

す。 

 
 本日の会議を開催します。 

 初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 
 

 異議なしと認め、１３番、橋勝範委員、１４番、田村誠市委員の両名を議事録署

名委員に指名いたします。 

 

 議案第１号の「大仙市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について」を議題

とします。 
 
 議案第１号 大仙市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 
   農業委員会等に関する法律第１７条第１項の規定により、大仙市農業委員会農 

  地利用最適化推進委員の委嘱について審議を求める。 
 
   令和３年１０月８日提出 
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議 長 

 

参 与 

   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 それでは、大仙市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱についてご説明いたします。 

 皆さんご存じのとおり、８月１０日に大曲２番の伊藤德則推進委員が亡くなりました。そこで、８

月２６日に役員会を開催し、欠員に対してどのように対応したらよいかご協議いただきました。その

結果、推進委員１名を募集することに決定しました。 

 ８月３０日から９月３０日までの間、市のホームページ上で募集しましたところ、１名の方から応

募があったことから、大仙市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱第６条に規定さ

れた推進委員候補者の評価委員会を書面決議という形で実施し、候補者として選任されたことから、

委員会の承認を求めるものでございます。 

 議案書２ページをご覧願います。 

 候補者の氏名は、伊藤孝清さんです。住所は、大仙市飯田字家の前１１０番地で、会社員として働

く傍ら、水稲や大豆を経営しております。また、農地組合法人にも従事している方であります。やる

気もありまして、そして、農業に対してはとても真面目に取り組んでいる方だと伺っております。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

会 長 

 

 

 説明が終わりました 
 これより質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

 質疑ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第１号について原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり候補者を農地利用最適化推進委員に承

認し、委嘱することに決定いたします。 
 
 ここで、委嘱状交付のため、暫時休憩します。 
 

                                              (午前９時０６分 休憩) 
 
 休憩前に引き続き会議を再開します。 
 

                                              (午前９時０７分 再開) 
 
 事務局から進行してください。 
 

 それでは、ただいまから大仙市農地利用最適化推進委員へ委嘱状の交付を行います。 
 会長より委嘱状を交付いたしますので、伊藤委員は会長の前のほうにお進みくださ

い。会長もこちらのほうから前のほうにお願いいたします。 
 

   伊藤孝清、大仙市農地利用最適化推進委員に委嘱する。 
   令和３年１０月８日 
   大仙市農業委員会 
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事務局長 

 

 

伊藤委員 

 
 では、ここで、ただいま委嘱されました伊藤委員のほうから一言自己紹介をお願い

いたします。 

 
 

 
 どうもおはようございます。 

 ただいまご紹介いただきました伊藤孝清といいます。どうかよろしくお願いいたします。 
 実は、８月に伊藤德則さんが急逝されまして、その後を引き継ぐという決意の下で頑張ってまいり

ます。この地区の農業の発展に少しでも力添えなればと思っております。諸先輩方のご指導を受けな

がら頑張ってまいりますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 以上をもちまして委嘱状の交付を終了いたします。 
 伊藤委員は、席を用意しておりますので、そちらのほうにご移動お願いいたします。

この後も会議のほうに参加していただくようお願いいたします。 

 
 ただいまから審議に入ります。 
 議案第２号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 
 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 
   農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年１０月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 

 
 事務局の説明を求めます。 
 

 

 ３ページ、１番をご覧ください。 

 農地の所在は、大曲住吉町〇〇〇〇〇、地目が畑、面積〇〇〇平方メートル、１筆。 

 売買による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、４５歳。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん、６２歳です。 

 売買価格は総額〇〇〇円で、１０アール当たりに割り返しますと約〇〇〇〇円となります。市街地

にあることから売買単価が高くなっておりますが、双方合意の上で決定したものであります。 

 申請理由につきまして、〇〇さんは相続により申請農地を取得しましたが、県外在中のため耕作で

きないので、売り渡したい旨を隣接地を耕作する〇〇さんに相談し、〇〇さんがこれに応じたもので

す。 

 なお、申請地を買い受けた後、転用する意思はなく、自己所有の隣接地と併せて耕作していくこと

を確認しております。 

 

 続いて、２番です。 

 農地の所在は、戸蒔〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル外、田３筆、計４筆、合計

面積〇〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 贈与による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん、９１歳外１名。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６３歳です。 

 申請理由につきまして、申請農地は以前から〇〇〇さんの長男が耕作していましたが、その長男が

病気により耕作できなくなったことから、次男である〇〇さんに贈与するものです。 

 なお、〇〇さんは新規就農であり、周辺農地の耕作者との折り合いがつけば、枝豆の栽培を行う予
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定とのことです。 

 

 続いて、４ページ、３番です。 

 農地の所在が、角間川町〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇〇〇平方メートル外、田４筆、

畑１筆、計６筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 贈与による所有権移転です 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 、〇〇〇〇さん、８０歳。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん、５５歳です。 

 申請理由につきまして、〇〇さんとひろみさんは、住所が異なりますが親子であり、申請地は以前

から作業受委託により〇〇〇さんが耕作していました。今回、〇〇さんが病気となったことから、〇

〇〇さんに贈与するものです。 

 

 ８ページ、９番をご覧ください。 

 農地の所在は、協和稲沢〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は畑、面積が〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 贈与による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん、６０歳。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん、７６歳です。 

 申請理由といたしまして、譲渡人の〇〇さんと譲受人の〇〇さんは親類関係です。申請地について

は、双方の先代同士の話合いにより、お互いの農地について所有権を移転することにしておりました

が、これまで手続がされていなかったため、今回、贈与による申請をするものです。 

 

 議案第２号につきましては、ただいま説明いたしました４件のほかに、有償所有権移転が２件、使

用貸借権設定の新規１件、更新５件がございます。 

 １０ページから１１ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

 農地法第３条第２項各号には該当しない旨記載したもので、結果、全て許可要件を満たしているも

のと考えます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

 説明が終わりました 
 これより質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

 質疑ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 次に、議案第３号の「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 

 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 
   農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年１０月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 

 
 事務局の説明を求めます。 
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参 与 

 

 １２ページ、１番をご覧ください。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の１、２ページをご覧ください。 

 なお、この案件は、この後説明いたします議案第４号、１番と関連がございます。 

 転用する農地が、内小友〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 申請人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 申請理由につきまして、申請人は現在農業を営んでおりますが、経営規模拡大により既存の資材置

場が手狭となったことから、自身が所有する農地とその隣接地に農業用資材置場と車両置場の設置を

計画したものです。 

 なお、自身の所有地に２００平方メートル未満の農業用施設を設置して、自身の農業経営のためだ

けに使用する場合は、簡易届出による手続で済むこととされています。 

 しかし、本案件では、申請人は法人の役員でもあることから、法人でも使用することが見込まれる

ため、転用申請に至ったものです。 

 許可基準における立地基準につきまして、対象の農地は農用地区域内にあり、原則許可できません

が、例外として、農地法第４条第６項により、農業用施設を設置する場合には許可できることとなっ

ております。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 

議 長 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 事務局からの説明が終わりました。 

 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 
 案件１番についてお願いします。 
 
 ２１番、伊藤です。 

 ９月末に事務局と２人で行きましたけれども、この家は、もともとこの施設の中に

物が入れてあって、もみ殻暖房とかをやって、そういうふうにしたけれども、やっぱ

り手狭になってきて、そういうことを計画したようです。よろしくご審議お願いいた

します。 

 
 ありがとうございます。 
 
 現地調査、大変ありがとうございました。 

 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
 
 質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 次に、議案第４号の「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
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事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 
   農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年１０月８日提出 

   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局の説明を求めます。 
 

 

 １３ページ、１番をご覧ください。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の１、２ページをご覧ください。 

 議案第３号、１番と関連がございます。 

 転用する農地が、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 売買による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん。 

 譲受人は、議案第３号と同じく、〇〇〇〇さんです。 

 申請理由につきまして、議案第３号１番の案件と同様に、農業用資材置場と車両置場を設置するも

のです。 

 売買価格は総額〇〇円で、１平方メートル当たり〇〇〇円です。 

 許可基準おける立地基準、一般基準につきまして、議案第３号と同じく、許可要件を満たしている

ものと判断いたしました。 

 

 続いて、２番です。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の３、４ページをご覧ください。 

 転用する農地が、福田町〇〇〇〇〇、地目が畑、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 売買による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外１

名。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 申請理由につきまして、譲受会社は土木工事業を営んでおりますが、事業拡大に伴い、既存の資材、

重機置場が手狭となったことから、既存敷地に隣接する申請地に重機置場の設置を計画したものです。 

 売買価格は総額〇〇〇〇円、１平方メートル当たり〇〇〇〇〇円です。 

 許可基準における立地基準につきまして、申請地は都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途

地域が定められている第３種農地に区分されます。農地法第５条第２項第１号ロ（１）において、第

３種農地は許可することができるため、立地基準における許可要件を満たしているものと判断いたし

ました。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 

 同じく、１３ページ３番をご覧ください。 

 位置図、平面図につきましては、資料５、６ページになります。 

 所有権移転の案件です。 

 転用する農地は、神宮寺〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん外 1 名です。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇さんで

す。 

 申請理由につきましては、申請地は〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇に近く、住環境に優れていることから、

需要が見込めると判断し、特定建築条件付土地として５区画の宅地分譲を計画したものになります。

平成１７年に造成した隣接地の拡張になります。 

 売買価格については総額〇〇〇〇円、１平方メートル当たりに割り返しますと〇〇〇〇〇円になり
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ます。 

 許可基準における立地基準につきましては、申請地は〇〇〇〇から３００メートル以内にあること

から、農地法施行規則第４３条第２号に規定する第３種農地と判断され、許可要件を満たしているも

のと考えられます。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 

議 長 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

議 長 

 

 

三浦委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

齊藤委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 事務局の説明が終わりました。 
 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いします。 
 案件１番についてお願いします。 
 

 ２１番、伊藤です。 
 先ほどの４条の関連で５条となっております。よろしく審議のほど、お願いいたし

ます。 
 

 ありがとうございます。 
 案件２番についてお願いします。 
 
 ５番の三浦です。 

 先日、事務局と現地調査に行ってまいりました。申請地は用途地域になっておりま

す。さらに言えば、耕作農地ではないという状態で、先ほど事務局が説明したとおり、

何ら問題ないものと確認してまいりました。よろしくお願いします。 
 

 ありがとうございます。 
 案件３番についてお願いします。 
 
 ９番、齊藤です。 

 この案件は、平面図に見られるように、上下水道が完備された地域です。生活排水

等の農地への影響はないものと判断されます。また、隣接する水田ですが、これ、譲

渡人の農地ですので、了解を得て何ら問題ないと思われますので、よろしくご審議お

願いいたします。 

 
 ありがとうございます。 
 
 現地調査、大変ありがとうございました。 

 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
 
 質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

 ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第４号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 次に、議案第５号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」を議題とします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 
 議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 
   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計 

  画の決定について意見を求める。 
   令和３年１０月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 議案第５号の案件２２番を議題とします。 
 本案件は〇〇番、〇〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により

〇〇委員の退席を求めます。 
（〇〇委員 退席） 

 
事務局より説明を求めます。 
 

 

 ２７ページの２２番について説明いたします。 

 農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市藤木〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。 

 秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん

です。 

 ほかの契約の終期に合わせるため、期間は８年５か月となっています。 

 賃借料は１０アール当たり〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 申請理由といたしまして、〇〇さんが現在強化法で契約している農地を、中間管理事業に切り替え

るものです。 

 ただいま説明した２２番につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満

たしているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 
 〇〇番、〇〇委員の入場を求めます。 

（〇〇委員 入場） 
 
 次に、議案第５号の案件２３番から２６番を議題とします。 
 本案件は〇〇番、〇〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により、

〇〇委員の退席を求めます。 
（〇〇委員 退席） 
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議 長 

 

参 与 

 事務局より説明を求めます。 
 

 

 ２７ページ、２３番から３１ページ、２６番について関連がありますので、一括で説明いたします。 

 農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 

 ２７ページの２３番をご覧ください。 

 利用権を設定する農地は、大仙市飯田〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇平方メートル外、

田３９筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外３名です。 

 秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。 

 秋田県農業公社から農地を借り受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、

〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 期間は全て１０年間、賃借料は１０アール当たり〇〇〇〇〇円から〇〇〇〇〇〇〇円で、賃借料の

違いは圃場の条件によるものです。 

 申請理由といたしまして、当該農地はこれまで所有者世帯が耕作をしていましたが、高齢や体調不

良により農業を続けることが難しくなったため、〇〇に相談し、貸し付けることになったものです。 

 ただいま説明した案件につきまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たし

ているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 
 〇〇番、〇〇委員の入場を求めます。 
（〇〇委員 入場） 
 

 次に、議案第５号の案件２７番を議題とします。 
 本案件は〇〇番、〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により、

〇委員の退席を求めます。 
（〇委員 退席） 

 
 事務局より説明を求めます。 
 

 

 ３１ページ、２７番のご説明をいたします。 

 農地中間管理機構を活用した一括方式による新規の賃貸借設定です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市太田町斉内〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方メ

ートル外、田１筆、計２筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、８９歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 設定期間は１７年１１か月、賃借料は１０アール当たり〇〇〇〇〇〇〇円となっております。 

 申請理由といたしまして、申請農地は令和４年度採択予定の機構関連圃場整備事業の計画地で、秋

田県農業公社との管理権を１５年以上設定することが採択の要件となっていることから、〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇へ貸し付けるものです。 

 本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 〇〇番、〇委員の入場を求めます。 
（〇委員 入場） 
 
 次に、議案第５号の案件１番から２１番及び２８番から６３番までを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 
 

 

 １５ページ、２番及び３番について、関連がありますので、一括で説明いたします。 

 ２番です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市土川〇〇〇〇〇〇、地目が畑、面積〇〇〇〇〇平方メートル外、

田１筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６５歳。 

 続きまして、３番の利用権を設定する農地は、大仙市土川〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇〇

〇平方メートル外、畑１筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、３９歳です。 

 ２番の〇〇〇〇さんと３番の〇〇〇〇さんは親子です。 

 両案件とも新規の利用権設定で、利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇

〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 両案件とも期間は５年、１０アール当たりの賃借料は〇〇〇〇〇円となっております。１０アール

当たり単価が低く設定されておりますが、水利等の条件が悪いことから、この金額で同意したもので

あります。 

 申出理由といたしまして、〇〇さん親子はこれまでこの農地を自ら耕作しておりましたが、父の〇

〇さんが病気のため、労力不足となったことから、経営規模の縮小を考えておりました。そこで、当

地区で集積を進めている〇〇〇〇〇〇〇〇〇に利用権設定の申出をしたところ、これに応じてくれた

ものです。 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇の経営面積が〇〇となっておりますが、〇〇〇〇〇〇さんが個人で所有もしく

は利用権の設定を受けているためであり、今後、徐々に〇〇へ耕作権を移していくとのことでした。

ちなみに、〇〇〇さんが個人で所有もしくは利用権の設定をしている面積は〇〇ヘクタールございま

す。 
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 次に、３１ページ、２８番から５３ページ、６３番までをご説明します。 

 ３１ページ、２８番です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市藤木〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル外、

田５筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外３５名です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外８名で、秋田県農業

公社を使いました中間管理事業の一括の貸し借りを行います。 

 総計２９件、田１４５筆、畑２筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 １０アール当たり賃借料につきましては、田が使用貸借から〇〇〇〇〇〇〇円、畑は〇〇〇〇〇円

から〇〇〇〇〇〇〇円と幅があります。これは、圃場条件やこれまで賃貸借していた経緯などの理由

が考えられます。 

 設定期間は、２８及び２９番は通常の中間管理権設定１０年、３０から６３番は太田地域振興地区

の圃場整備関連事業によるもので、１８年が設定されております。 

 なお、１件ごとの詳細につきましては、議案書をご確認いただきますようお願いいたします。 

 また、新規の法人であります〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇につきましては、５３ページに集積する面積を

記載しております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

 議案第５号につきましては、ただいま説明いたしました３８件のほかに、所有権移転１件、賃貸借

権設定の新規２件、更新１６件がございます。 

 今回の所有権移転における売買価格の内容につきましては、田で１０アール当たり〇〇〇円となっ

ております。これは、圃場の条件及び契約者双方の意向及び実情を踏まえた妥当な契約金額と推察し

ております。 

 次に、賃貸借権設定の１０アール当たりの賃借料の内容でありますが、田の低いほうでは１０アー

ル当たり〇〇円から、〇〇〇〇〇〇〇円と幅がございます。低いほうは圃場の条件が悪いことなどが

考えられますが、契約者双方の意向もあり、妥当な契約金額と推察しております。 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えております。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 

 議案第５号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 
 
 次に、議案第６号「大仙市農業委員会非農地証明（耕作放棄地）事務処理要領の制

定について」から議案第７号「大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関す

る要綱の一部を改正する要綱について」までの２件について、一括して議題とします。 
 
 議案第６号 大仙市農業委員会非農地証明（耕作放棄地）事務処理要領の制定につ 
       いて 

 議案第７号 大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱の一部を 
       改正する要綱について 
   本委員会の承認を求める。 
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議 長 

 

参 与 

   令和３年１０月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 
 

 

 それでは、私のほうから、非農地証明の事務処理要領の制定についてご説明いたします。 

 本要領の制定につきましては、今年４月の役員会におきまして、役員の皆様に耕作放棄地の現場写

真等をご覧いただき、今後は耕作放棄された現況を農地のままとしていくことは難しいというご判断

と、耕作放棄地を非農地とする場合の判断基準を定めて行うようにすべきというご意見をいただきま

した。 

 それを踏まえまして、耕作放棄された農地でも地目変更はせずに農地のままとしてきました従来の

基準を見直しまして、現況によっては非農地とすることもやむなしとするということにして、また、

併せて、これまで発行していなかった非農地証明につきましても、耕作放棄地に限って発行するよう

にするため、事務処理要領を制定し、８月の役員会にお諮りしましたところ、ご了承いただきました

ので、今回、総会議案として皆様にお諮りするものでございます。 

 内容につきましては、議案書５５ページから５６ページをご覧いただきたいと思います。 

 本要領案は、第１条から第９条までとなっておりますが、このうち、特に説明をする必要があると

ころは、第３条、耕作放棄地の判断基準の取扱いを定めているところでございます。 

 この第３条の本文の冒頭で、「秋田県通知３、判断基準については」という文言がございます。こ

れにつきましては、今度、別添の資料も併せてご覧いただきたいんですけれども、総会資料の議案第

６号、非農地証明、括弧書きして、議案第６号、非農地証明と書いた資料が、別添の資料でございま

す。開いていただきまして、資料１と右上に記載したものでございますが、これは、「非農地の判断

基準及び手続について」という秋田県農林水産部長通知でございます。耕作放棄された農地について

は、この通知に従いまして非農地かどうかを判断し、非農地とした場合の手続についても定めていま

す県からの通知でございます。 

 この通知の２ページ、中ほどから少し下のところに、３、判断基準というふうにございまして、先

ほどの文言はここのところを指しております。ここでは、県が示す非農地の判断基準が記載されてお

りまして、第１号から第４号までございます。 

 内容を簡単に説明しますと、第１号では、既に転用許可が出ているものあるいは許可不要のものと

いうことになります。第２号では、水害その他災害などによりまして、農地が退廃し、復旧が見込め

ない場合でございます。第３号は、森林化や原野化などによりまして、農地に復元することが困難な

場合でございます。そして、第４号は、それ以外で、農地として復元しても継続して営農ができない

と見込まれる場合でございます。 

 繰り返しになりますけれども、大仙市農業委員会では、以前からこの秋田県の判断基準に従って非

農地とすることも可能ではございましたが、これまではその運用におきまして、耕作放棄地も農地と

いう取扱いをしておりました。その取扱いを今回見直しまして、耕作放棄されてどうしようもなくな

ったというような農地については、非農地とする取扱いとするよう見直すということになります。 

 農地、非農地の判断につきましては、農業委員、それから推進委員３名で現場を確認していただき

まして、その判断をしていただくこととしております。そうした場合の判断基準をより分かりやすく

規定するために、要領を制定するものでございます。 

 ここで、議案のほうに戻りまして、第３条の判断基準の取扱いでございますが、第１号では、先ほ

ど県の通知の基準第３号で、森林の様相を呈しているという表現がございますが、その記載の内容を

より具体的に規定しまして、樹木、特に高木が群生して大きな面積を占めている、集団的に生育して

森林の様相を呈している場合のほか、雑草や灌木類の生育する原野の様相を呈している場合も含まれ

ることとしております。 

 次に、第２号では、同じく県通知基準第３号で、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく

困難な場合について具体的に規定しまして、伐採、伐根、切盛土、整地、耕盤造成、畔築立、客土、

土壌改良などを総合的に実施しなければならない場合というふうにしております。 
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 本要領につきましては、そのほかに、申請者となれる人、それから添付していただく書類や証明書

の交付等について規定しまして、その様式についても定めているところでございます。 

 また、参考としまして、先ほどちょっと触れました別添資料の、その資料２という４ページからと

なりますけれども、４ページからの資料２については、農地法の運用についての抜粋を載せてござい

ます。５ページ目のアンダーラインをした部分でございますが、こちらにつきましても、農地、非農

地の判断の基準を定めている部分がございますので、併せて資料として載せております。 

 議案第６号の説明につきましては以上でございます。 

 

 続きまして、私のほうからは、議案第７号「大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関す

る要綱の一部を改正する要綱について」ご説明いたします。 

 議案書の６１ページから６３ページまでをご覧願います。 

 大仙市農業委員会では、平成２３年８月に現行の大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に

関する要綱を制定しまして、それに基づいて事業を進めているところでございますが、平成２６年４

月に農業経営基盤強化促進法の改正により、農地保有合理化事業が廃止されました。そこで、要綱の

一部を改正する必要がありましたが、これまで改正されていなかったため、８月２６日に役員会を開

催しご協議いただき、次の３か所を改正することとしたものでございます。 

 １か所目は、第４条（２）ですが、「農地保有合理化法人」から「農地中間管理機構」へ、また、

２か所目と３か所目は、第５条（２）の２行目から４行目にかけてですが、いずれも「農地保有合理

化法人」から「農地中間管理機構」に改正するものでございます。２重線を引いて「農地中間管理機

構」と記載しているところが、今回改正する部分でございます。 

 以上、大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱の一部を改正する要綱について

ご説明いたしました。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第６号から議案第７号までの２件については、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件２件については、原案のとおり承認することに決定しま

した。 
 
 次に、報告第１号の「農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告

について」、事務局より報告願います。 
 
 報告第１号 農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 
   下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これ 

  を報告する。 
   令和３年１０月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局より報告願います。 
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 ６４ページをご覧ください。 

 記載の７法人からの報告がありました。 

 順に読み上げるところではございますが、総会時間の短縮のため省略させていただきます。ご了承

ください。 

 詳細につきましては、６５ページから８６ページをご覧ください。 

 結果、全ての法人が農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 

議 長 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

茂木委員 

 以上、報告といたします。 
 
 次に、報告第２号の「大仙市農業委員会だより第２１号について」報告願います。 

 
 報告第２号 大仙市農業委員会だより第２１号について 
   大仙市農業委員会だより第２１号について、大仙市農業委員会専門委員会設置 
   規程第７条に基づいて報告する。 

   令和３年１０月８日提出 
   大仙市農業委員会広報専門委員長 茂木靖雄 
 
 茂木広報専門委員長より報告願います。 

 

 

 それでは、報告いたします。 

 農業委員会だより第２１号についてご報告いたします。 

 去る７月２９日、８月３０日及び９月８日に広報専門委員会を開催し、掲載内容について、協議、

検討いたしました。委員の皆様の意見や要望などを聞き取りながら、慎重に検討し、協議を重ねた結

果、お手元に配付のとおり、完成しましたので、ご報告いたします。 

 なお、この農業委員会だより第２１号は、１０月１日発行の広報だいせんと一緒に市内全戸に配布

されております。 

 また、大仙市のホームページにも掲載し、広く閲覧できることとしております。 

 今後も誌面の充実を図っていきたいと思いますので、農業委員及び推進委員の皆様からの情報の提

供、ご協力をお願いいたします。 

 以上、報告といたします。 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、報告といたします。 

 
 これで本日の日程は全て終了しました。 
 そのほかについて、事務局から何かございませんか。 
 

 事務局のほうからですが、令和３年度秋田県農業委員会大会についてご説明いたし

ます。 
 お配りしました令和３年度秋田県農業委員会大会開催要領をご覧願います。 
 今年の大会は、１１月１日に能代市の能代市文化会館で開催されます。 

 開催内容につきましては、要領に記載されてあるとおりでありますので、後でご覧

ねがいます。 
 続いて、会場までの交通手段等につきましては、例年どおり、市役所のバスまたは

自家用車となっております。また、バスの各乗車場所につきましては、令和３年度秋

田県農業委員会大会というＡ４サイズの用紙にバスの行程表が記載されておりますの

で、後でご確認願います。 
 なお、大曲市民会館から乗車される方につきましては、お配りしましたＡ４サイズ
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議 長 

 

 

長澤委員 

 

 

議 長 

 

足達委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

渡邊委員 

 

議 長 

 

渡邊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

の地図をご確認願います。 
 続いて、当日の昼食についてですが、事務局としていろいろ検討してみましたが、

昨今の新型コロナウイルスの問題もございますので、各自のご判断にお任せすること

といたしました。どうかご了解願います。 
 後日、事務局や各分室の職員が参加者の取りまとめを行いますので、ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 
 私のほうからは以上です。 

 
 委員の皆さんから何かありませんか。 
 長澤委員。 
 

 先般、母の葬儀に際しましては、皆様より厚い志をいただきまして、無事葬儀を終

了することができました。誠にありがとうございました。 
 
 足達委員。 

 
 ２２番の足達です。 
 細かい話で大変申し訳ないんですけれども、今回の農業委員会だよりの間違い字が

２か所ございます。 

 まず、２つ前の号のときは、市長が来て招集という字、間違って訂正の何かメモを

渡されましたけれども、今回、３ページの農地パトロールの大きい四角で囲っている

②の「遊休農地の実体把握」、これ、「体」の字、間違っていますよ。それから、最

後のページの２段目ですね、段落の二つ目のアスパラガスの「路地」という字が間違

っています。 
 事務局で担当が見れば、こういうことはすぐ分かることですね。非常に残念です。

前々回の市長の招集したときの文章は訂正文出したようですけれども、今回、そうい

うことは必要ないですけれども、今後、事務局、最終、印刷屋さんにやるとき、校正

やれば誰でも分かるんですよ。もっと言えば、私にしろ、恥ずかしい訂正ですよ。そ

れと、ホームページにもこのまま載っていますけれども、訂正したもので載せるべき

だと思うし。 
 よろしくお願いします。 

 
 ありがとうございます。 
 
 分かりました。 

 
 話のついでにもう一つ。 
 
 渡邊委員。 

 
 足達委員のまねで細かいこと言うけれども、先ほど農地法に関する議案、非農地証

明等について、６号並びに７号の審議がなされたわけです。たった一言、足りなかっ

た。附則の条項のところに、令和３年１０月８日より施行するというものを、これが

最後の説明がなかった。 
 大切なことです。傍線引いてもよかったんですけれども、こういったことの見落と

しあるいはお話の不足も、やっぱりこれは、今日のこの決議によって決定されるとい

うことで大事なことです。 

 このこと、今後ともないようにお願いします。 
 
 以後、気をつけます。すみませんでした。 
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議 長 

 

齊藤委員 

 

 

足達委員 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 
 齊藤委員。 
 

 ただいまの「実体」という意味を調べてみましたら、どちらの意味でもこれは通用

するんではないかと、いかがでしょうか。 
 
 前回の農地パトロールのときは「態」の字を使っていました。熊の点が心になった

「態」。だから、こっちが正しいことになります。 
 それから、年に２回しか発行しないもので、そして、全戸配布です。そこら辺は、

事務局がしっかり見ないといけないと思います。 
 

 いずれにしましても、こちらのほうの不手際で、大変申し訳ございませんでした。

以後、気をつけますので、よろしくお願いします。 
 
 ほかにありませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、以上をもちまして第１７回大仙市農業委員総会を閉会します。 
 本日はご苦労さんでした。 

 

                                              (午前１０時６分 閉会) 

 


